
「特別定額給付金」は、 が申請期限です！8月19日9月13日（日）

　申請の際は①振込先口座の確認書類と②本人確認書
類が必要です。ご不明な点はお気軽にお問い合わせく
ださい。

お問い合わせ
企画財政課  特別定額給付金担当　☎098-911-9174
総務省特別定額給付金コールセンター　☎0120-260-020

は 西原町長選挙

【西原町長選挙】

【同立候補予定者説明会】（関係者2名以内）

　任期満了に伴う西原町長選挙が行われます。
　なお、立候補予定者説明会の日時については下記のとお
りです。

告示日：令和2年 9月    8 日（火）
投票日：令和2年 9月 13日（日）

期　日：令和2年 8月 6日（木）14時～
場　所 : 西原町役場 3 階 全員協議会室

お問い合わせ
西原町選挙管理委員会　☎098-945-5011

【お問い合わせ】　企画財政課 統計係  ☎098-945-4533

西原町子どもの居場所事業
町では、平成28年度から子どもの居場所運営を支援するため補助金を交付しています。
今回はその補助金を活用し、学習支援や食事支援（軽食）、世代間交流を行っている3自治会を紹介します。
あなたの自治会でも活用してみませんか？ ご応募どしどしお待ちしています!

その他町内では、自主的に子どもの居場所づくりを実施している団体もあります。
補助金(1団体あたり年間12万円)の活用については、下記までお気軽にお問合せください。

今年の 10月 1日の国勢調査まであと 2か月です。今月は国勢調査の
調査項目についてお知らせします。

　調査項目にはすべて重要な意味が込められています。皆様が回答するひと
つひとつが、これからの日本や西原町をつくっていくことになります。皆様
のご協力をよろしくお願いします。

世帯員に関する項目　【計 15項目】 世帯に関する項目　【計 4項目】
① 名前　　② 性別　　③ 世帯主との続柄　　④ 出生の年月
⑤ 配偶者の有無　　⑥ 国籍　　⑦ 現在の場所に住んでいる期間
⑧ 5 年前に住んでいた場所　　⑨ 在学、卒業等教育の状況
⑩ 9 月 24 日～ 9 月 30 日までの 1週間の仕事について
⑪ 従業地又は通学地　　⑫ 従業地又は通学地までの利用交通手段
⑬ 勤めか自営かの別（雇用形態）
⑭ 勤め先の名称及び事業の内容（産業）　　⑮ 本人の仕事の内容

①世帯員の数　　②住居の種類
③世帯の種類　　④住宅の建て方
（③、④は調査員記入項目）

給付対象者

受給権者

基準日（令和2年4月27日）に西原町で住民
基本台帳に記録されている方
給付対象者が属する世帯の世帯主

【お問い合わせ】こども課 子育て支援係  ☎098-945-5311

自治会名
実 施 日
実施場所

対象児童

上原自治会
毎週木曜日15時半～18時
上原自治会コミュニティー
センター（上原1丁目23-8）
☎098-944-4027
上原地区に住む子どもたち

自治会名
実 施 日

実施場所

対象児童

平園自治会
毎週月～金（週5回）
15時～17時
平園公民館（与那城300）
☎098-944-3030
平園地区に住む子どもたち

自治会名
実 施 日
実施場所

対象児童

小波津団地自治会
毎週木曜日16時～18時
小波津団地ふれあいセン
ター（小波津233-126）
☎098-946-4822
小波津団地地区に住む
子どもたち

　申請期限を過ぎてしまうと、給付金が受け取れなくな
ります。
　申請漏れがないかもう一度ご確認ください。ご自身だ
けでなく、世帯を別に生活しているご家族などにも、申
請がお済みかどうかお声かけください。

頑 張 っ て い ま す !
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西原町議会議員補欠選挙開票結果

※あん分は切り捨て

儀　間　信　子 氏
儀　間　駿太郎 氏
山　城　勝　貴 氏
大　田　　　實 氏
新　田　宗　信 氏

2,099 票
2,071 票
1,905 票
1,852 票
1,175 票

投 票 率

投票総数

無 効 票

34.4 %

9,336人

233票

い
と
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ず
よ
し
あ
き

「生まれ育った西原町のために、先輩方か
ら多く学びながら一生懸命頑張っていきたい
と思います。」

「町民目線に立ち、誰もが安心して暮らせる
町、共に支えあう町、町民の声が反映され
る町づくりを目指して頑張っていきます。」

「いいまちづくり、いい人間関係、住みよい
まちが防災の基本だと考えます。各地域の
コミュニティセンターの見直しに努力します。」

「町民の皆さまの暮らしを第一に、安心して
子を産み育て、誰もがいつまでも笑顔で住
みつづけることのできる町づくりを目指し力を
尽くします。」

儀間 駿太郎 氏儀間 信子 氏

大田　實 氏山城 勝貴 氏

ぎ　ま しゅん た  ろう

おお  た みのる

ぎ　ま のぶ  こ

やま しろ かつ たか

1993年生まれ。
浦添商業高等学校卒。
会社員。

1942年生まれ。
名護高等学校卒。元町議
会議員。

1954年生まれ。
沖縄大学卒。元東部消防
組合消防本部職員。

1977年生まれ。
西九州大学卒。福祉事業
所代表。

令和３年度　西原町職員採用候補者試験について

◇◆ 国民健康保険 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 更新手続きは８月１日から！限度額適用認定証の更新時期です

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免

　　　　　　　が
聞こえにくい場合に
ご利用ください！

お問い合わせ
福祉保険課　国民健康保険係　☎098-911-9163

お問い合わせ
生活環境安全課　生活安全係　☎098-945-5018

お問い合わせ　 総務課　職員係　☎098-945-5011

職種区分

一　般
事務職

初　級
若干名

若干名

若干名

（各試験区分合わせて）
上　級

技術職

保健師職

採用人員 資　　　　　格　（※住所要件は表の下部に示しています）

※住所要件（いずれも、就学のため一時的に町外へ転出した者を含む）
　一般職（初級・上級）…令和2年 6月20日以前に西原町に住民登録され、引き続き住所を有する者
　技術職・保健師職　　…令和2年 6月20日以前に沖縄県に住民登録され、引き続き住所を有する者

　所定の申込書・履歴書・自己紹介書（ホーム
ページからダウンロード可）、受験票送付用の
長形3号封筒（住所・氏名・郵便番号を記入の
上、84円切手貼付）を総務課へ提出してくだ
さい。
※郵送での受付は、原則認めませんのでご了
　承ください。（代理申込可）

申込方法「職員採用一次試験」
令和2年9月20日（日）　開始10：00　西原町役場

令和2年8月3日（月）～令和2年8月14日（金）
9：00～12：00、13：00～17：15（土日・祝日を除く）
※詳しくは西原町ホームページ（トップページ→新着情報）
　をご確認ください。

❶　学校教育法による高等学校若しくは短期大学を卒業した者（令和 3 年 3 月卒業見込み
の者を含む）又はこれと同等の学力を有すると認められる者

❷　平成3年 4月2日以降生まれの者

❶　学校教育法による4年制大学を卒業した者（令和 3年 3月卒業見込みの者を含む）又
はこれと同等の学力を有すると認められる者

❷　昭和62年 4月2日以降生まれの者

❶　学校教育法による高等学校以上を卒業した者（令和 3 年 3 月卒業見込みの者を含む）
又はこれと同等の学力を有すると認められる者で、下記のどちらかに該当する者　　

　　イ・土木系学科、又は農業土木系学科を卒業した者
　　ロ・2級土木施工管理技士以上の資格取得者
❷　昭和60年 4月2日以降生まれの者

❶　保健師免許取得者（令和3年 3月末取得見込みの者を含む）
❷　昭和50年 4月2日以降生まれの者

日時
場所等

受付
期間

　現在お持ちの「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負
担減額認定証」の有効期限は、令和2年7月31日です。8月
以降も引き続き認定証が必要な方は、更新手続きをお願い
します。

世帯の主たる生計維持者の収入が下がった世帯に対し、保険税が減免される場合があります。
申請期限がありますのでご注意ください。

申請期限
令和2年度課税分：納税通知書（納付書）が到着した日

から令和2年9月30日まで又は減
免を受けようとする期別の納期限
7日前まで

令和元年度課税分：令和2年9月30日まで

対象となる保険税
令和2年2月1日から令和3年3月31日までの納期に
かかる保険税

【＃1】　ひとつ前のメッセージに戻る
【＃2】　現在聞いているメッセージの冒頭に戻る
【＃3】　次のメッセージを聞く
【＃4】　最初のメッセージに戻る

※世帯員に令和2年度町県民税未申告者がいる場合は区分判定が
できないため、必ず収入申告をお願いします。

▲この画像をクリック！

　防災無線の放送内容を町ホームペー
ジで確認できるようになりました。トップ
画面右側のバナー画像をクリックすると
放送内容を確認できます。
※緊急放送の場合、ホームページへの掲載が遅れる場合
があります。その場合は、下記の番号にお問い合わせい
ただくと、放送内容を音声で聞くことができます。（録音
された内容は24時間で消去されます）
▶▶▶▶▶ ☎098-944-6081 ◀◀◀◀◀

※アクセスが集中すると繋がりにくくなる場合があります。
※複数録音されている場合は、以下のプッシュ操作でメッ
　セージの選択操作ができます。

対象者

持ってくるもの

●70歳未満の方
●70歳以上75歳未満で住民税非課税世帯の方
　及び住民税課税世帯のうち「現役並み所得者Ⅰ」、
　「現役並み所得者Ⅱ」に該当する方

①対象者の国民健康保険証
②窓口に来る方の印鑑（スタンプ印不可）
③窓口に来る方の顔写真付き本人確認書（免許証等）
④世帯主と対象者のマイナンバーカード（顔写真入り）
　または、マイナンバー通知カード（コピー可）

対象となる世帯
減免事由
1.主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病（※）を
負った世帯
※新型コロナウイルス感染症の病状が重く、回復ま
でに長期間要すると認められる場合
2．主たる生計維持者の事業収入等（事業収入、不動産
収入、山林収入又は給与収入）の額が前年の当該収
入金額から10分の3以上の減少が見込まれる世帯
※なお、会社都合等の理由により失業し、雇用保険を
受給する65歳未満の方については、非自発的失業
による国民健康保険税軽減申請の対象となるの
で、本減免の対象となりません。

申請方法や減免割合など詳細については、町ホームページでご確認、または下記までお問い合わせください。

▼ホームページ

お問い合わせ　福祉保険課　賦課徴収係　☎098-911-9163

防災無線
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保育所及び幼稚園の保育料の切り替え

4月～8月分　令和元年度の所得割額で算定　／　9月～3月分　令和2年度の所得割額で算定

寡婦（夫）控除のみなし適用の申請をお忘れなく！

お問い合わせ　こども課　保育所係　☎098-945-5311

与那原・西原・中城ファミリーサポートセンター  ☎098-988-1914

あなたも「子育てゆいま～るの輪」で、
　ちょこっとボランティアしてみませんか？

ベビースクールについてのお知らせ令和2年度ファミリーサポートセンター  第9回子育てサポーター養成講座

※どうしても全日程参加出来ない場合は、次回補講となります。

日　程

時　間
会　場
内　容

定　員
受講料
対　象

令和2年9月9日(水)・10日(木)・16日(水)・
17日(木)の4日間
9時30分～17時（昼食時間含）※若干変更有
西原町役場 ・ 西原町中央公民館調理実習室
保育の心・子どもの心の発達・子どもの遊
び／世話・子どもの身体の発育と病気・小
児看護の基礎知識・栄養と食生活（実習）・
安全など
10名（定員に達し次第締め切り）　
無料（テキスト代込み）
心身共に健康で全日程受講できる方

①寡婦（夫）控除のみなし適用とは？
　婚姻歴のないひとり親家庭には税法の定める寡婦（夫）控除が適用されませんが、保育料の算出に
おいては寡婦（夫）控除があるものとみなして負担の軽減を図ります。
②対象者
　「婚姻によらずにひとり親となった方」のうち、公立保育所および認可保育園の保育料が発生（2-2
階層以上）している方。原則令和元年12月31日現在の状況で確認します。

※1 世帯内で平成31年中の収入につき未申告の方がいる場合、正しい保育料の算定ができないため、9月分以降の保育料は
最高階層で仮算定されます。

※2 父母の収入だけで生計が成り立たないと認められる（生活保護基準額を下回る）場合は、同居者の課税額を合算して保
育料を算定することになります。

※3 満3歳児以上の児童については、見直しに伴い副食費が発生することがあります。

　保育料は毎年9月が切り替え時期です。9月分以降の保育料については、令和2年度の町民税（所得割額）をもとに
保育料の見直しを行います。9月分から保育料に変更の生じる方のみ8月中に通知を送付します。

　「子育ての手助けをしてほしい人」と「子育てのお手伝
いがしたい人」が会員となり、地域で行う相互援助活動
を組織化したものです。育児支援の為に子どもの一時
預かりや保育施設への送迎、病児・病後児の預かりなど
…地域の方々の力を借りて、子育てママ・パパを有償ボ
ランティアで応援します。
◎子育ての合間でサポートしてみたい
◎仕事が入ってない日にサポート出来るかも・・・
◎定年退職したから余った時間をサポートしようかしら
◎自分も助けて貰ったおかえしをしたい
…などなど、子育てサポートに興味のある方 『々ちょこっ
とボランティア』してみませんか？

ベビースクールⅠとⅡについては、材料費として1回
200円をいただきます。
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、当面
の間以下の対策を行います。

　令和2年度ベビースクールについて2点お知らせがあり
ます。

　なお、今後の新型コロナウイルスの流行状況によっては
中止の可能性がありますので、ご理解とご協力をお願いし
ます。中止の場合は西原町ホームページにて周知しますの
でご確認ください。

重度心身障がい者（児）医療費助成の申請忘れはありませんか？

お問い合わせ　健康支援課　障がい支援係　☎098-945-5013

　沖縄県内の各医療機関や薬局等での受診の際に、窓口にて健康保険証と重度心身受給資格者証を提示
し、医療費の自己負担分を全額支払うと、診療月から3か月後の25日（土日・祝日の場合はその前日）に登録
された口座へ自動的に助成金が振り込まれます。
※ 原則3か月後の振込ですが、医療機関等に照会がある場合は、さらに時間がかかることがあります。
※ 振込通知は送付していません。通帳記帳等でご確認ください。

　ただし、以下の場合は窓口にて医療費助成の申請をする必要があります。申請期間は、診療月から1年
以内です（例　令和元年8月受診分は、令和2年8月31日までに申請が必要です）。医療費の申請漏れがな
いか、再度ご確認をお願いします。

ファミリーサポートセンターとは

お問い合わせ

❶

❷

健康支援課　保健予防係　☎098-945-4791
お問い合わせ

ベビー
スクールⅠ

内　容

離乳食実習 乳児健診に出張し、離乳食につい
ての説明や試食等を行います。

新型コロナ感染症等拡大防止の
ため、内容の一部縮小や受講人数
の制限を行います。
※予定人数を超える場合は抽選
となります。

タッチケア

リカバリー体操

当面の対応

ベビー
スクールⅡ

ベビー
スクールⅢ

　児童扶養手当および特別児童扶養手当受給者は、引き続き手当を受ける要件を満たしているかを確認するために現況
届（特別児童扶養手当については「所得状況届」）の提出が必要です。期限内に現況届の提出がない場合は、1月定期支払い
（特別児童扶養手当は11月定期支払い）が遅れる場合があります。また、届出がない場合、11月分以降（特別児童扶養手当
は8月分以降）の手当てが受けられなくなります。必ず期限内に届出してください。

 【お問い合わせ】　こども課　子育て支援係　☎098-945-5311

※上記手当が2つとも該当している方は、8月12日から21日までの期間で同時に届出ができます。
※受付時間を過ぎた場合、受付することができませんので、必ず受付時間内に余裕を持ってお越しください。

　ひとり親世帯を支援するため、給付金が支給されます。詳しくは、現況届の案内文書に同封されている
チラシ、または町ホームページをご確認ください。

受
付
日
程

※「母子及び父子家庭等
医療費助成」の現況届
も、同時に行います。

受 付 期 間

特別児童
扶養手当

8月12日(水)～
8月13日(木)

西原町役場
交流センター
会議室

  9：30～11：00
13：30～15：30

8月14日(金)～
8月21日(金)
※土・日を除く

※時間厳守児　　童
扶養手当

場 　 　 所 受 付 時 間

現況届の提出が必要です!

8月初旬頃に対象者へ
ピンク色の封筒で通
知書を発送します。
必要書類等内容をよく
ご確認の上、手続きの
際にお持ちください。

児童扶養手当・
特別児童扶養手当
受給者の皆様

令和元年８月受診分より、自動償還制度が始まっています

ひとり親世帯臨時特別給付金について

●自動償還制度が利用できない場合●
１．沖縄県外の医療機関等を利用した場合
２．自動償還に対応していない医療機関等を利用した場合（対応している医療機関については、沖縄
県のホームページで確認していただくか、医療機関等に直接ご確認をお願いします）

３．受給資格者証を提示せず、受診した場合
４．自己負担額に未納がある場合
　  ※完納後、領収書等必要書類を持参し窓口にて申請してください。
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※8/15（土）、9/27（日）、12/20（日）の集団健診は、定員制にて実施する予定です。そのため、予約受付期間より前の予約受付は
行いません。日程詳細等については、ホームページまたは健診ガイドをご確認ください。

新型コロナウイルス流行の第2波・第3波を見据え、受診は早い時期に済ませましょう！
年度後半になると、受診機会を逃してしまうかもしれません。

※乳がんマンモグラフィ検査は予約が必要です。予約申込先：健康支援課（9-17時）

受診を検討されている皆さんへ
特定健診の受診状況（令和2年7月1日現在）

受診率

【比較】前年度同時期

令和元年度受診率目標

目標まであと

38.0%

39.3%

60%

1,161 人

特定健診、胃･肺･大腸がん検診

8/12(水)まで健康支援課にて電話予約受付（9-17時）
8/26（水） すべての方が対象です8/15（土）

9/27（日）

日　程 対象行政区
予約受付期間

電話予約 Web予約

令和元年度から検診対象者は偶数年齢の方となり、
2年に1回の受診機会になっています。

8/13（木）
西原町保健センター
13:30 ～ ＊時間指定あり
○乳がん検診：40歳以上偶数年齢　○子宮頸がん検診：20歳以上偶数年齢
子宮頸がん 600円、乳がん40歳以上（マンモグラフィ）2,100円

・新型コロナウイルス感染症予防のため、必ずマスク着用を
お願いします。

・かぜ症状がある場合や体温測定をして 37.5℃ 以上ある場
合は、予約をしていても受診を控えるようお願い致します。

・新型コロナウイルスの感染状況によっては、集団健診を延
期または中止する場合があります。延期や中止の場合、予
約者への中止などの個別連絡は行いません。ホームページ
または直接役場へお問い合わせください。

健診受診は今のうちに！

～ 8/28（金） 8/8（土） ～ 8/23（日）

保
健
カ
レ
ン
ダ
ー★ 乳幼児健診及びベビースクールにおいては対象のお子さまには健診日の2～3週間前までには通知をお送りします。

★ 対象者数によっては人数の調整のため対象となる生年月日が変更となる場合があります。健診の通知が届いているか確認をお願いします。

事業名 月　日 対象者 受付時間 場　所

★ 

子
ど
も

西原町
　保健センター

13：30～14：30

  9：00～10：30

10：40～11：20

13：30～14：30

Ｈ29.3.16   ～  Ｈ29.4.10
Ｒ1.10.1     ～  Ｒ1.10.25
Ｒ2.3.1       ～  Ｒ2.4.5
Ｈ30.11.27 ～  Ｈ30.12.28

3歳児健診
乳児一般健診
乳児一般健診
1歳半健診

8月  6日（木）
8月  9日（日）
8月  9日（日）
8月20日（木）

西原町保健センター
8:00 ～　＊時間指定あり
特定健診：（20代 30代）1,300 円、（40歳以上）国保加入者のみ無料
胃がん：1,000 円、肺がん：400円、大腸がん：600円
沖縄県健康づくり財団（☎098-889-6492　予約受付時間 8:30 ～ 16:00）

場 　 所
受 付 時 間
自己負担額

電 話 予 約

日 程
場 　 所
受 付 時 間
対 象 者
自己負担額

乳･子宮頸がん検診

Web予約は
コチラ▼

　特定健診受診率自治会報奨制度では、各グループ内の受診率上位3自治会と、受診率が前年度より1番大きく増加
している自治会へ報奨が授与されます。受診率による順位は、全体受診率と40～64歳の受診率順位をもとに決定し
ます。特に40～64歳の受診率順位による配点が高くなっています。
　今年度の特定健診受診率自治会報奨制度も始まっていますので、みなさんで声をかけあって特定健診を受け、健
康と報酬をGETしましょう！！

総合順位

1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10位

小波津
与那城
幸地
棚原
平園
小那覇
上原
我謝
翁長
兼久

42.0%
44.0%
37.8%
37.0%
37.8%
41.1%
30.6%
35.8%
37.7%
29.7%

41.1%
44.4%
38.0%
34.5%
42.2%
41.5%
31.5%
37.8%
39.7%
34.8%

1.0%
-0.5%
-0.2%
2.5%
-4.4%
-0.4%
-0.9%
-2.0%
-2.0%
-5.1%

36.5%
27.4%
28.2%
29.6%
26.4%
24.3%
26.1%
24.6%
23.4%
22.8%

1位
4位
3位
2位
5位
8位
6位
7位
9位
10位

2位
1位
4位
7位
5位
3位
9位
8位
6位
10位

8
10
6
3
5
7
1
2
4
1

13
6
8
10
5
2
4
3
1
1

21
16
14
13
10
9
5
5
5
2

1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10位

津花波
西原ハイツ
坂田
小橋川
西原台団地
美咲
小波津団地
森川
県営内間団地
池田

50.5%
60.2%
47.0%
45.5%
51.6%
38.6%
43.3%
27.2%
25.2%
29.4%

53.2%
53.1%
48.1%
39.6%
52.0%
44.2%
41.8%
27.0%
23.9%
32.0%

-2.7%
7.1%
-1.2%
5.9%
-0.4%
-5.6%
1.5%
0.2%
1.4%
-2.6%

35.9%
35.7%
30.0%
29.9%
19.2%
27.5%
21.4%
28.6%
19.4%
16.7%

1位
2位
3位
4位
9位
6位
7位
5位
8位
10位

3位
1位
4位
5位
2位
7位
6位
9位
10位
8位

7
10
6
5
8
3
4
1
1
2

13
10
8
6
1
4
3
5
2
1

20
20
14
11
9
7
7
6
3
3

1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10位
11位
12位

内間
県営幸地高層住宅
県営坂田高層住宅
安室
徳佐田
掛保久
県営西原団地
幸地ハイツ
桃原
嘉手苅
千原
呉屋

42.4%
43.5%
40.0%
42.9%
44.4%
40.9%
36.8%
39.7%
37.8%
29.5%
37.3%
36.0%

36.7%
39.2%
49.1%
38.2%
46.8%
40.0%
43.8%
47.0%
29.5%
40.3%
29.1%
42.1%

5.6%
4.3%
-9.1%
4.7%
-2.3%
0.9%
-7.0%
-7.3%
8.2%

-10.8%
8.2%
-6.1%

38.2%
37.5%
37.8%
37.0%
22.2%
30.3%
36.6%
28.6%
26.1%
24.5%
23.3%
19.4%

1位
3位
2位
4位
11位
6位
5位
7位
8位
9位
10位
12位

4位
2位
6位
3位
1位
5位
10位
7位
8位
12位
9位
11位

6
8
4
7
10
5
1
3
2
1
1
1

13
8
10
6
1
4
5
3
2
1
1
1

19
16
14
13
11
9
6
6
4
2
2
2

総合点数Aグループ 全体 前年度からの受診率増減 40-64歳
受診率 前年受診率 受診率 順位 点数順位 差点数

お問い合わせ　　健康支援課　保健予防係　☎098-945-4791

お問い合わせ　健康支援課 保健予防係　☎098-945-4791

GET！UP
アップ ゲット

特定健診受診率 　  で報奨
令和元年度特定健診受診率自治会報奨制度の最終結果です！

最終結果
発表！

Aグループ　1位：小波津　2位：与那城　3位：幸地
Bグループ　1位：津花波　2位：西原ハイツ　3位：坂田
Cグループ　1位：内間　2位：県営幸地高層住宅　3位：県営坂田高層住宅
前年度より受診率が大きく増加した自治会 ： 西原ハイツ

総合順位 総合点数Bグループ 全体 前年度からの受診率増減 40-64歳
受診率 前年受診率 受診率 順位 点数順位 差点数

総合順位 総合点数Cグループ 全体 前年度からの受診率増減 40-64歳
受診率 前年受診率 受診率 順位 点数順位 差点数
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イベント
フォトギャラリーまちの話題

わった～

　沖縄明治乳業㈱（村田紳社
長）が町役場を訪れ、同社が
行う子どもの貧困対策事業
への協力を呼びかけました。
同社は「沖縄の子ども達を
はっぴぃに！」を合言葉に、無

料通信アプリ「LINE」で同社の乳酸菌飲料「明治メイグルト」の
マスコットキャラクターがモチーフのオリジナルスタンプを販
売し、すべての収益金を沖縄タイムス社「沖縄こども未来プロ
ジェクト」、琉球新報社の「りゅうちゃん子どもの希望基金」に
寄付しています。スタンプは40種セットで税抜120円です。

　㈲MIZUHO（穂積寛二
代表取締役）と㈱琉球銀行
（川上康頭取)は、「りゅうぎ
ん地方創生応援私募債」発
行を記念し、坂田小学校に
10万円を寄付しました。

「りゅうぎん地方創生応援私募債」とは、私募債を発行する際
に、琉球銀行が発行企業から受け取る手数料の一部を、沖縄
県の学校、教育文化施設または、伝統文化推進などの地域貢
献、地方創生を目的に設立された団体へ寄付する仕組みです。
　寄贈をした新垣守崇専務取締役は「元気なあいさつをしてく
れる坂田小の子どもたちのファンです」と笑顔を見せました。

　西原東中学校の読
み聞かせサークル
「いちばん星みつけ
た」が町役場を訪れ、
令和2年度子どもの
読書活動優秀実践団
体として文部科学大

臣表彰を受賞したことを報告しました。同サークルは活動開始
から今年で19年目となります。サークル長を務める宮城美佐子
さんは「これまでに携わってきた方々のおかげで受賞すること
ができました。今後もこれまで以上に皆で頑張っていきます」
と喜びを語りました。新島悟教育長は「スマホ時代に読み聞か
せが持つ力は大きい。ご尽力に感謝します」と称えました。

尚
円
王
即
位
５
５
０
年
記
念

内
間
御
殿
へ
行
こ
う
！

6月
 17日

6月
 26日

文化財
コラム

　「西原町の沖縄戦を知る」をテーマに、瀬戸隆博さん（ニシバル
歴史の会）による講演が西原中学校の1年生を対象に行われまし
た。講演では、当時、西原国民学校（現在の西原中学校）に軍の本
部が置かれていたこと、サンエー西原シティの東側に軍の飛行場
があったこと、10代の子どもも戦争に巻き込まれたことなどが
語られ、生徒の身近な視点から沖縄戦を見つめなおす機会とな
りました。瀬戸さんは「戦争の芽は日常の暮らしの中にある。いじ
めや差別を見てみないふりをすることが暴力につながっていく。
75年前の戦争を自分事としてとらえてほしい」と語り、生徒たち
は真摯に聞き入っていました。平良愛璃さん（1年5組）は、「戦争
がまた起きないように、学んだことを忘れずに周りの人にも伝え
ていきたい」と感想を述べていました。

　「道路、河川愛護の心」を高めることを目的に、「第39回西原
町道路・河川愛護デー」（西原町主催、西原町産業通り会、西原
町シルバー人材センター共催）が実施されました。30度を超え
る猛暑の中277人が参加し、町道内間小那覇線と小波津川の
草刈りやごみ拾いなど清掃活動を行いました。

7月
  3日

　慰霊の日を前にして、坂田小学校で6年生による平和集会が
行われました。児童は75年前に思いを馳せ、「私たちは宣言し
ます。けっして命を奪う戦争を起こさないと」と高らかに宣言
しました。また、「月桃」を合唱し、心をひとつに平和を願いまし
た。金城校長による沖縄戦とマラリアの講話も行われ、児童は
熱心に聞き入っていました。

　県税職員・市町村税務職員の滞納整理の徴収経験や知識を
活かし、町税の滞納縮減を図ることを目的として県税職員3
名、南城市税務職員1名に西原町職員として併任辞令の交付を
行いました。上間明町長は「県・他市町村と連携を深め、より一
層の税収確保に努めてほしい」と激励しました。

6月
 19日

6月
 22日

6月
  4日

7月
  7日

7月
  3日

せ   と たかひろ

たい ら  あい り

みや ぎ  み  さ  こ

にいじまさとる

文
化
課 

文
化
財
係  

9
4
4
-4
9
9
8

お
問
い
合
わ
せ

むら た しん

ほ ずみかん じ

かわかみやすし

しんがきもりたか

し   ぼ  さい

　3年生による平和集会が西原東中学校で行われ、読みあいネッ
トワーク喜楽星7（比嘉清美会長）による絵本「ヒロシマのピアノ」
（文 指田和子・絵 坪谷令子）の朗読がピアノの伴奏とともに披露
されました。同絵本は、昨年同校で行われた「被ばくピアノコン
サート」で演奏された被ばくピアノを題材としており、生徒は真剣
な表情で聞き入っていました。
　玉城穂乃佳さんは「ピアノの
美しい音色とともに平和の尊さ
を感じることができた。家族や
友達といつもどおりに暮らせる
ことが、平和ということだと思
う」と感想を述べていました。

き   ら  ぼし ひ   が きよ み

つぼ や れい こさし だ  かず こ

たま  き   ほ    の    か

◀ 瀬戸隆博さん◀ 瀬戸隆博さん

LINEスタンプ
「はっぴぃ島のゆかいな仲間たち」で検索！

　本
町
の
嘉
手
苅
に
所
在
す
る
内
間
御
殿（
国
指

定
史
跡
）は
、尚
円
王
の
旧
宅
地
に
建
て
ら
れ
た

東
殿（
神
殿
）を
中
心
と
す
る
祭
祀
施
設
で
す
。

　内
間
御
殿
の
整
備
が
始
ま
っ
た
の
は
、
一
六

六
六
年
に
摂
政
と
な
っ
た
向
象
賢
（
羽
地
朝
秀
）

が
神
殿
の
建
設
に
つ
い
て
国
王
へ
進
言
し
た
の

が
き
っ
か
け
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
東
殿
や 

西
殿

の
整
備
が
次
第
に
行
わ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
り
、

一
七
三
八
年
に
行
わ
れ
た
東
殿
の
整
備
が
最
後

の
記
録
と
な
り
ま
す
。

　し
か
し
、
一
九
四
五
年
の
沖
縄
戦
で
、
両
殿

や
周
辺
施
設
の
一
部
は
焼
失
し
ま
し
た
。
そ
の

中
で
運
よ
く
戦
災
を
免
れ
た
の
は
、
石
垣
な
ど

の
石
造
の
構
築
物
だ
け
で
し
た
。
戦
後
に
は
、

内
間
御
殿
の
管
理
や
祭
祀
に
関
係
し
て
き
た
一

門
に
よ
っ
て
再
び
両
殿
が
建
て
ら
れ
、
現
在
は

東
殿
が
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
の
ト
タ
ン
葺
き
建

物
、
西
殿
が
ト
タ
ン
葺
き
の
簡
易
的
な
祠
に
姿

を
変
え
て
い
ま
す
。

　当
該
史
跡
内
に
は
、
両
殿
以
外
に
も
祠
、
井

戸
な
ど
首
里
王
府
や
地
域
の
祭
祀
に
関
係
し
て

き
た
文
化
財
が
多
数
点
在
し
て
い
ま
す
。

　西
殿
の
東
側
に
は
、
地
域
の
子
授
け
や
健
康

祈
願
を
行
う
祠
が
、
西
側
に
は
地
域
の 

産
井
と

し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
井
戸
が

あ
り
ま
す
。

　ま
た
、
史
跡
の
西
側
に
は
二
つ
の
井
戸
が
あ

り
、北
側
は
ノ
ロ（
神
女
）が
神
衣
装
な
ど
を
洗
っ

た
井
戸
、
南
側
は
金
丸
が
使
っ
て
い
た
井
戸
と

い
う
伝
承
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　そ
し
て
、
史
跡
の
東
側
に
は
こ
の
土
地
に
最

初
に
入
っ
て
き
た
一
族
、
東
江
家
の
敷
地
と
の

言
い
伝
え
が
あ
り
、
そ
の
敷
地
内
に
も
祠
や
井

戸
が
見
ら
れ
ま
す
。

　こ
の
他
に
、
東
殿
本
門
の
南
側
に
は
「
内
間

御
殿
の
サ
ワ
フ
ジ
」（
町
指
定
天
然
記
念
物
）や
、

国
旗
掲
揚
台
と
言
わ
れ
る
石
造
り
の
構
築
物
が

あ
り
、
さ
ら
に
道
を
挟
ん
で
南
側
の
敷
地
に
は
、

コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
鳥
居
が
建
っ
て
い
ま
す
。

　今
年
は
尚
円
王
が
即
位
し
て
か
ら
五
五
〇
年

を
迎
え
る
記
念
す
べ
き
年
で
す
。
内
間
御
殿
は

ま
だ
ま
だ
整
備
の
途
中
で
す
が
、
か
つ
て
尚
円

王
が
住
ん
で
い
た
こ
の
場
所
を
散
策
し
な
が
ら
、

尚
円
王
に
思
い
を
馳
せ
て
み
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。

　※
1
　西
原
の
人
々
が
尚
円
王
を
祀
る
た
め
に
建

　
　
　
　て
た
神
殿
。

　※
2
　生
ま
れ
た
ば
か
り
の
赤
ち
ゃ
ん
を
入
浴
さ

　
　
　
　せ
る
た
め
に
使
う
水
を
汲
む
井
戸
。

写真左から
南城市役所税務課 城間誉幸／那覇県税事務所 田港朝也・与那嶺一・伊山真太郎

ピアノ演奏　佐藤礼子さん　　絵本朗読　　由井純さんピアノ演奏　佐藤礼子さん　　絵本朗読　　由井純さん
よしいじゅんよしいじゅんさとうあやこさとうあやこ

ウ
ド
ゥ
ン

と
う
で
ん

せ
い
で
ん

※1
※2

せ
っ
し
ょ
う

し
ょ
う
し
ょ
う
け
ん

は
ね
じ
ち
ょ
う
し
ゅ
う

う
ぶ
い

ほ
こ
ら

ぶ

しろまたかゆき たみなとともや よなみねはじめ いやましんたろう

みなさんのご協力により、清掃後はとてもきれいになったりん！
ありがとうりん♪
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75歳以上の方 後期高齢者医療制度 被保険者の皆様

医療費が高額になる場合、ご確認ください！

お問い合わせ　福祉保険課 後期高齢者医療係  ☎ 098-911-9163

●自己負担限度額（月額）　（自己負担割合　3割の方）　①限度額適用認定証

子どもの予防接種は予定通り受けましょう！

お問い合わせ　健康支援課 保健予防係  ☎098-945-4791

お問い合わせ　健康支援課 保健予防係  098-945-4791

所得区分

区分Ⅲ 252,600円＋（医療費-842,000円）×1％
（140,100円）※1

167,400円＋（医療費-558,000円）×1％
（93,000円）※1

80,100円＋（医療費-267,000円）×1％
（44,400円）※1

（課税所得
690万円以上）
区分Ⅱ
（課税所得
380万円以上）
区分Ⅰ
（課税所得
145万円以上）

外来＋入院（世帯単位） 証の
交付申請

入院１食あたりの
食事代

460円

不要

必要

所得区分

一般 18,000円※2 57,600円
（44,400円）※3

8,000円※2

24,600円

15,000円

過去12か月以内に90日を超える入院
（長期入院該当）

90日までの入院

（課税世帯）

区分（低所得）Ⅱ
（非課税世帯）

区分（低所得）Ⅰ
（非課税世帯）

外来
（個人ごと）

外来＋入院
（世帯単位）

証の
交付申請

入院１食あたりの
食事代

210円

460円

100円

160円

不要

必要

●自己負担限度額（月額）　（自己負担割合　1割の方）　②限度額適用・標準負担額減額認定証

同一世帯内で過去12か月以内に限度額を超えた支給月数が3回以上あった場合、4回目以降の限度額です。
年間（8月～翌年7月）の限度額は、144,000円です。
同一世帯内で過去12か月以内に外来＋入院（世帯単位）の限度額を超えた支給月数が3回以上あった場合、4回目以降
の限度額です。

※1
※2
※3

今までに限度額証の申請を行ったことがなく、初めて申請される方
※交付を受けたことがある方で該当する一部の方には、被保険証と一緒に同封しております。
長期入院該当になる方（過去12か月以内の入院日数が91日以上）
１割証をお持ちで、②限度額適用・標準負担額減額認定証（区分Ⅱ）をすでにお持ちの場合でも、再度お手
続きが必要です。

◎被保険者証（ピンク色）　◎窓口に来られる方の身分証明書　◎印鑑（スタンプ印は不可）
【長期入院該当を申請の方】　上記書類と併せて、　◎限度額証（薄むらさき色）　◎入院日数がわかる書類

①

②

　後期高齢者医療の被保険者で療養（入院・外来）を受ける際、限度額証（下記①または②）を被保険
者証に添えて医療機関の窓口で提示することにより、窓口での支払金額（自己負担額）が自己負担限
度額まで抑えられます。

　新型コロナウイルスの感染防止による外出自粛が続くと、予防接種のために医療機関を受診することを悩
まれる保護者も多いでしょう。さまざまなことに制限が設けられている中ですが、予防接種は決められた時期
に接種することがとても大切です！

　65歳以上の方で、これまでに高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種を受けたことがない方は、主治医と相談の
上早めに接種しましょう。予防接種は不要不急の外出にはあたりません。

　接種を受ける義務はありません。ご自身の意思と責任で、接種を希望する場合にのみ接種を
受けてください。肺炎の原因には肺炎球菌以外の病原体によるものもあり、肺炎球菌ワクチンが
すべての肺炎に効果があるわけではないことをご理解ください。

①　65歳になる方（昭和30年4月2日～昭和31年4月1日生まれの方）
②　70歳以上になる方（昭和25年4月2日以前に生まれた方）
③　60歳以上65歳未満の方で心臓、腎臓、呼吸器の機能に、日常生活活動が極度に制限される程度の障害やヒト免疫不全

ウイルスにより免疫機能に日常生活活動がほとんど不可能な程度の障害がある方（身体障害者手帳１級程度の方）。

※ワクチンの種類によっては同時接種も可能なため、医療機関へ通う回数も減らすことができます。かかりつけの医療機関へ確認してみ
ましょう。

※予防接種のスケジュール詳細は親子手帳や、国立感染症研究所、日本小児学会のホームページでも確認することができます。

申請手続きが必要となる方

申請時にご持参いただくもの

康 だ よ り健

予防接種は決められた期間にやらないといけない？ 接種が遅れているお子さんは…

　予防接種は、赤ちゃんがお母さんからもらった
免疫が減ってくる時期（生後２か月ごろ）から、病
気にかかりやすい年齢や重症化しやすい年齢な
どに応じて接種する時期が決められています。

　予防接種は「不要不急の外出」ではありません！
予防接種を受けていれば病気によって医療機関にかかること
も少なくなり、外出を減らすことにもつながります。
　お子さんが受けるべき予防接種の種類や時期を確認し、体調
が良い時にできるだけ早めに接種しましょう！

必要な時期にしっかり免疫をつけて、病気を予防し重症化を防ぎましょう！

65歳以上
の方へ

■ 対象者…下記に該当し、今までに肺炎球菌ワクチンの接種（自費含む）を受けたことのない方が対象です

■ 自己負担額 ： 4,000円（生活保護受給中の方は自己負担額免除のため被保護証明書を提示してください）
■ 実施医療機関 ： 町指定医療機関※1（指定医療機関以外で接種を受けた場合は全額自己負担）

■ 接種期限 ： 令和3年3月31日まで

高齢者肺炎球菌
ワクチン予防接種を受けましょう!

対象者の方には4月に個別通知 または ご案内を送付しています。
予防接種には、西原町が発行した予診票が必要です！

※1 ホームページで確認またはお問い合わせください。

※ 西原町発行の 予診票 が必要です。(高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種)
　 お持ちでない方は健康支援課までお問い合わせください。

▲ホームページ
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令和２年6月30日現在 人口：（男）17,869人　（女）17,524人　（男女計）35,393人　世帯数：14,900世帯

お
し
ら
せ
で
〜
び
る

西
原
町
役
場
　☎
9
4
5

‒

5
0
1
1

…
お
問
い
合
わ
せ

…
お
申
し
込
み
先

台風接近時のごみの収集について

暴風警報発令中は
ごみの収集中止

正午までに暴風警報が解除
された場合、その時点から
収集を開始

正午を過ぎても暴風警報発
令中の場合、その日のごみ
収集は中止

　西原町都市計画マスタープランにおける土地利用構想
でシンボルロードに位置づけている兼久マリンタウン線
および臨港道路2号線沿線の都市計画の変更を予定してい
ます。用途地域の変更等について、下記日程で説明会を開
催します。
　日　時　令和2年8月19日（水） 19時～
　場　所　西原町中央公民館　大ホール

日 時

場 所
主 催
後 援
その他

令和2年8月22日（土）　13時～16時
※完全予約制　お電話にてご予約ください
西原町さわふじ未来ホール（西原町与那城140-1）
沖縄県司法書士会
那覇地方法務局
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、下記に該
当される方のご入場をご遠慮いただいています。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

司法書士による相続登記無料相談会
【入場・相談無料　定員50名】

住まいの総合相談窓口

あなたのおうち、登記地目が「畑」に
なっていませんか？

　住宅が建っているにも関わらず、登記簿の地目が「畑」に
なっている土地が多く確認されています（特に「市街化区域」
内の住宅）。地目が「畑」の土地を転用 （農地以外の目的に利用）
する場合、農地法に基づく手続きが必要ですが、なされていな
い可能性があります（「宅地」として課税されていても、登記簿
の地目は自動的に変わりません）。
　4月に税務課から通知された「納税通知書」をご確認いただ
き、登記地目が「畑」にも関わらず、課税地目が「宅地」や「雑種
地」になっている土地については、手続きがなされていない可
能性がありますので、下記までご相談ください。

生活環境安全課 環境保全係  ☎（945）5018

住まいの総合相談窓口（沖縄県住宅供給公社内）
☎（917）2433

西原町農業委員会  ☎（945）5281

都市整備課 都市計画係  ☎（945）4496

沖縄県司法書士会事務局  ☎（867）3526

▲詳しくは
　コチラ

農業者年金について

兼久マリンタウン線沿線地区の都市計画変更に係る
説明会のお知らせ

　国民年金の第1号被保険者で60歳未満、年間60日以上農業
に従事している方は、だれでも加入できます。詳細は農業者年
金基金のホームページをご覧ください。

　土地や住宅を購入する際の注意点や、住宅の新築、およびリ
フォームに関すること、賃貸住宅における契約関連トラブル
など、住まいに関する一般的な相談・情報提供を無料で行って
いますので、お気軽にご相談ください。
　相談時間　平日と第3土日の9時～17時
　　　　　　※12時～13時は除く

農　業　委　員　会  ☎（945）5281 
JAおきなわ西原支店  ☎（945）5225

愛
の
贈
り
も
の

あ
た
た
か
い
お
心
遣
い
に
、
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

西原町人材育成会へ

寄付者：西原町管工事協同組合（宜野座清徳理事長）
寄付額：10万円

寄付者：西原町電設会（大濱長建会長）
寄付額：20万円

ぎ  の  ざせいとく おおはまちょうけん

西原町新型コロナ
ゆいまーる募金

西原町新型コロナ
ゆいまーる募金

ふるさとづくり寄付金

寄付者：新中糖産業㈱（上原周夫代表取締役）
寄付額：30万円

寄付者：㈲沖縄クリーン工業（前田裕樹代表取締役社長）
寄付額：20万円
使い道：子育て支援・子どもの貧困対策

うえはらちかお
まえだ ひろき

　台風接近で「暴風警報」が発令された場合、ごみの収集は中止
となります。正午までに暴風警報が解除された場合は、その時
点から収集を開始します。正午を過ぎても暴風
警報が続いている場合には、その日のごみの収
集は中止となります。詳細は、ごみ分別ポス
ターや分別マニュアル、西原町HPをご確認く
ださい。

就活のための講座を開催！

◆スキルアップ講座《14：00～15：30》 ※事前申込が必要です

8月
14日（金）

23日（水）

8月5日（水）

9月7日（月）

21日（金）

16日（水）

しなやかなこころのためのヒント

おさらい「履歴書」

好印象を与えるコミュニケーション①
実は大事な「聴く力」
好印象を与えるコミュニケーション②
相手の心に響く「伝える力」

・就職活動の基礎、応募書類の書き方までしっかりサポート！
・個別相談・面接対策を踏まえ、あなたに合った就職活動を
   就職決定までサポートします。

9月

申込先
お問い合わせ

西原町雇用サポートセンター（産業観光課内）
☎098-945-4540

◆就職セミナー《14：00～16：00》 ※事前申込が必要です

Net119緊急通報システム
119番通報ができます

で

お問い合わせ
東部消防組合消防本部 警防課  ☎098-946-9999

　聴覚または音声・言語機能の障
がいや疾病等がある方が、スマー
トフォン等を用いて、全国どこか
らでも音声によらない119 番通
報ができるシステムです。

【対象】西原町　【定員】各講座10名　【場所】西原町役場 会議室

※ハローワーク失業認定申告書の求職活動実績の対象になります。
※スキルアップ講座は都合により変更となる可能性があります。
申込みの際にご確認ください。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のためマスク着用のご協力
をよろしくお願いします。

※このシステムを利用するには、事前登録が必要
です。
※このシステムをご利用になれる方は、沖縄県消
防指令センターで定められた利用条件をすべて
満たした方が対象となります。
※利用条件等の詳しい内容について
は、東部消防組合消防本部ホーム
ページをご参照ください。

西原町新型コロナ
ゆいまーる募金
受付中！

受講料無料

就職セミナー 個別相談

・当日または14日以内に発熱・風邪症状での病院受診や服薬の
ある方。
・14日以内にコロナ感染が拡大している地域
や国への訪問歴または、感染者もしくは濃厚
接触者との接触があった場合は相談をお断り
することもありますのでご了承ください。
・台風時には中止となることがあります。

12広報にしはら No.582 R2.8.113 広報にしはら No.582 R2.8.1



8月の
おすすめ
図書・DVD

●こちら妖怪お悩み相談室
●おろろんおろろん
●きょうふのしりとり

●新しいキャンプの教科書
●超簡単でウマイ!
　キャンプのつまみ料理
●紐（ロープ）の結び方
　～いざという時、知っておきたい

●気をつけよう!!海のキケン生物
　～海を安全に楽しむために～
●河童のクゥと夏休み
●歩いても歩いても

生涯学習のマスコット
「 マナビィ 」

児童館情報は
ここで
チェック！292

　行政相談委員は、毎日の暮らしのなかで感じている
国などの行政機関に対する苦情や意見、要望を直接
受け付け、その解決、実現に努めます。

お問い合わせ　総務課  広報係　☎098-945-5011

※予約不要、相談無料で秘密は固く守られます。
※行政苦情110番（0570-090-110、8：30～17：15）
でも相談を受け付けています。

日　時　8月12日（水）13時～16時
場　所　西原町役場　正面玄関内ロビー
相談員　新垣朝憲（総務大臣委嘱）

No.

令和２年8月1日

図書館からのおしらせ

３日（月）、10日（月）、11日（火）、17日（月）、20日（木）、24日（月）、31日（月）8月の休館日

【お問い合わせ】　西原町立図書館　☎098-944-4996 ※都合により、行事の日程等が変更になることがあります。

～悩みは抱え込まず、お気軽にご相談ください～

日常生活のあらゆる相談に乗ります。
※電話相談にも応じています。また、17
時以降は留守番電話で受け付けます。

※予約優先　時間／10時～16時（12時～13時を除く）
　　　　　　　　　　
福祉相談･･･生活のための手段や生活費に関する相談、
ひとり親家庭の悩み相談

障害福祉なんでも相談･･･障害のある方や、発達が気に
なる方、その家族などが抱える悩み・困りごとに関する
相談

法律相談･･･人権・財産・離婚問題など法的トラブルに関
する相談（相談時間：13時～16時）

司法書士相談・・・不動産相続や贈与、借金問題、遺言や
公正証書等の相談（相談時間：13時～16時）　　　  

消費生活・家庭相談･･･訪問販売、契約のトラブル、親
子・夫婦間の悩み、近隣トラブルなどのお悩み相談
　

問 合 せ西原町社会福祉協議会
事前予約☎945-3651　 FAX946-6777
電話相談☎835-8822（※17時以降、留守番電話）

総 合 相 談

不登校の児童・生徒や保護者への支援
や助言を行います。

相談日時　月～金曜　9時～16時（12時～13時を除く）
問 合 せ　教育相談室（西原町中央公民館内）　☎944-3603

教 育 相 談

国などの行政機関に対する苦情や要望
に関する相談に応じます。

相談日時　個別に調整となります
　　　　　　　　　あらかきとものり
相 談 員　新垣朝憲
問 合 せ　行政苦情110番　☎ 0570-090-110
 総務部総務課　☎945-5011

行 政 相 談

就職に関するお悩みをひとりひとりに
あったかたちでサポートし、お悩みを
解決します。

相談日時　随時
　　　　　　　　   うえはら  ちねん
相 談 員　上原・知念
問 合 せ　西原町雇用サポートセンター（産業観光課内） ☎945-4540

雇 用 相 談

高齢者やそのご家族などからの介護や
保健、福祉に関する相談に応じます。 

相談日時　随時　※事前にお電話でご予約をお願いします。
問 合 せ　西原町地域包括支援センター　☎882-0117

高齢者の方の
相 談 全 般

いじめ、DVなど人権に関わることの
相談に応じます。

相談日時　個別に調整となります
　　　　　　　　　  
相 談 員　與那嶺 等、 呉屋正則、 呉屋勝司、奥濱幸子 
　　　　　　　　　
 　平良 明、 安田純子
問 合 せ　総務部総務課　☎945-5011

人 権 相 談

町内相談機関

月

火

水

木

金

よ  な みねひとし ご   や  まさのり ご   や  かつ じ おくはま さちこ

たいら あきら やすだ じゅんこ

介護保険料以外は西原町役場支払窓口でも支払可能（開庁時間8：30～17：15）お昼休みも支払い可

納め忘れにご注意！

ホームページ フェイスブック ツイッター 子育てガイド

西
原
町

（ 2 期 ）
（ 2 期 ）
（ 2 期 ）
（ 2 期 ）
（6月期）
（8月分）

町 県 民 税
国民健康保険税
後期高齢者医療保険料
介 護 保 険 料
学 校 給 食 費
保 育 所 保 育 料

種　目 納期限 口座振替日

8月31日（月） 8月17日（月）

8月31日（月） 8月25日（火）

8月31日（月）

8月11日（火）

「行政」への意見・要望・苦情を伝えたい
～行政相談所～

新垣委員

あらかきとものり

《児童》 《一般》 《ＤＶＤ》

西原町文教のまちガイド養成講座
「ニシバル歴史の会」歴史講演会

天下人・金丸の実像と地域振興への活用天下人・金丸の実像と地域振興への活用

※ 詳細は以下にお問い合わせください。

文化課 文化財係 ☎098-944-4998 ニシバル歴史の会事務局（文化課内） ☎098-944-4998

①耐熱容器にジュース(果汁100％)５０ｃｃと砂糖を入れ、レンジ600ｗで約３０秒加
熱し砂糖を溶かします。溶けたら残りのジュースも加えまぜます。
②ジッパー付きの袋（小）に入れ空気を抜きながらジッパーをしめます。
③ジッパー付きの袋（大）に氷と塩を入れ袋の外から揉みながら軽く混ぜます（氷：
塩が５：１ぐらいになるようにしてください）。これにジッパー付きの袋（小）を入
れ、袋（大）の口をしっかりしめます。
④タオルでくるみ、５～１０分ほどひたすら振ります。
⑤固まってきたら完成です♪

・ジュース（果汁１００％） … 200cc
・砂糖 ………………… 大さじ２
・氷 …………………… ５００ｇ
・塩 …………………… １００ｇ

・耐熱ボウル
・ジッパー付きの袋
 （小・大各１袋ずつ）
・タオル

西原町を広くアピールすることを目的に、町の歴史や文化
などの説明ができるガイドを養成する講座を開催します。 農民から王になった金丸（尚円王）。今年は金丸が即位して

550周年を迎えます。彼の実像と地域振興への活用につい
て講演会を開催します。期 　 間

場 　 所
時 　 間

対 　 象

定 　 員
申込方法
申込締切

８月２９日（土）～１０月１０日（土）（全６回）
※毎週土曜日、予備日含む
西原町立図書館２階　ほか
１０：００～１２：００
※講座内容により変更あり
文化財ガイドとして活動いただける方。
町内外、老若男女を問いません。
１０名（先着順）
電話申込のみ　※月～金 ９：００～１７：００
８月２１日（金）

講 　 師
日 　 時
場 　 所
定 　 員
受 講 料
申込方法
申込締切

上里　隆史　氏　（浦添市立図書館館長）
8月15日（土） 14：00～16：00 （開場13:30）
西原町中央公民館　ホール
50名　（申込必須・先着順）
無料
電話申込のみ　※月～金 9：00～17：00
8月13日（木）

※新型コロナウイルス感染症対策のため、必ず申込をお願いします。
申込の際には、氏名・住所・連絡先をお伝えください。
※当日は体調確認をさせていただきます。また、感染予防のためマス
ク着用をお願いします。

しゃか
しゃか暑い夏にピッタリ！！ シャーベットづくり

親子で一緒に
作ってみよう

♪

材　料（２人分） 作り方　（所要時間：10分）

用意するもの

～～ お好みでジュースの味を変えたりしても美味しくできます！！ ～～

お問い合わせ お問い合わせ

14広報にしはら No.582 R2.8.115 広報にしはら No.582 R2.8.1


